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１．平成23年9月期決算の概要 

（1）経営環境 

平成 23 年度上期の日本経済の現況を見ますと、東日本大震災発生からの復旧関連

投資が増加している中、欧州経済の不安や歴史的円高など、景気への影響が懸念され

ます。 

一方、地域経済においては、平成23年3月12日の九州新幹線全線開業の波及効果

が観光面を中心に少しずつ表れはじめ、持ち直しの兆しも見られているものの、未だ

厳しい状況にあります。 

このような環境のもと、当行は、「真のリレバンの実践」による「地元鹿児島県の

経済活性化への貢献」を果たしていくために、「経営強化計画」に掲げた各種施策に

取り組んでまいりました。 
 

（2）決算の概要（単体ベース） 

①資産・負債の状況 

主要勘定のうち、平成23年9月末の貸出金は、地元鹿児島県の中小企業向け貸出や住

宅ローン等を中心に増強を図り、前年比9,434百万円増加し、516,308百万円となりま

した。有価証券は、国債を中心とした安定的な運用を行ったことから、前年比3,876百

万円増加し、89,469百万円となりました。 

一方、預金は、個人預金等が順調に増加したことから、前年比6,932百万円増加し、

636,084百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等から前年比1,372百万円増加し、32,225百万円となり

ました。 

 

[資産・負債の推移（表1）]（単体）               （単位：百万円） 

  23年9月末

実績 23年3月末比 22年9月末比

23年3月末 

実績 

22年9月末 

実績 

資産 683,553 △292 6,297 683,845 677,256

うち貸出金 516,308 2,255 9,434 514,053 506,874 

うち有価証券 89,469 △3,685 3,876 93,154 85,593

負債 651,328 △891 4,926 652,219 646,402

うち預金 636,084 679 6,932 635,405 629,152 

うち社債・借用金 3,000 △0 △1 3,000 3,001

純資産 32,225 599 1,372 31,626 30,853
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 ②損益の状況 

資金利益は、中小企業向け等に対する貸出金が前年比増加したものの、貸出金利回

りの低下により貸出金利息は減少しました。しかしながら、預金金利引下げによる預

金利息の減少等により、前年比111百万円増加し、7,060百万円となりました。 

業務粗利益は、上記要因により資金利益は増加したものの、役務取引等利益及び国

債等関係損益が減少したことで前年比184百万円減少し、7,191百万円となりました。 

経費面では、人員減少及び厚生年金基金代行返上により退職給付費用が減少したこ

とを主要因として人件費が減少したことなどから、前年比115百万円減少し、5,195百

万円となりました。 

一般貸倒引当金繰入額は、前年比424百万円増加し、455百万円となりました。 

以上により、業務純益は前年比493百万円減少の1,540百万円となりました。 

また、臨時損益は、株式関係損益が減少したものの、不良債権処理額が減少したこ

となどから、前年比549百万円増加し、△1,050百万円となりました。 

この結果、経常利益は前年比57百万円増加し490百万円となりました。また、特別利

益に厚生年金基金代行返上益を計上したことから当期純利益は前年比2,017百万円増

加し、2,292百万円となりました。 

 

  [損益状況の推移（表2）] （単体）               （単位：百万円） 

  23年9月期 

実績 22年9月期比 

23年3月期 

実績 

22年9月期 

実績 

業務粗利益 

［コア業務粗利益］ 

     7,191  

[   7,153 ]

     △184 

[      62 ] 

    15,260 

[   14,266 ] 

      7,375 

[    7,091 ] 

資金利益   7,060     111    14,065     6,949 

役務取引等利益      83      △49      187      132 

 

 

 その他業務利益 

（うち国債等関係損益） 

    48 

(      38 )

   △245 

(    △245 )

1,007 

(      994 ) 

 293 

(      283 )

経費    5,195    △115   10,439    5,310 

（うち人件費） (    2,829 ) (    △116 ) (    5,813 ) (     2,945 ) 

 （うち物件費） (    2,103 ) (     △8 ) (    4,182 ) (     2,111 )

一般貸倒引当金繰入額      455      424      190       31 

業務純益 

［コア業務純益］ 

   1,540 

[    1,957 ]

   △493 

[      176 ]

   4,630 

[    3,827 ] 

      2,033 

[    1,781 ] 

臨時損益  △1,050     549  △3,010   △1,599 

（うち不良債権処理額） (     780 ) (   △466) (    2,741 ) (     1,246 ) 

（うち株式関係損益） (    △202 ) (     △156 ) (     368 ) (       △46 )

経常利益     490      57    1,619      433 

特別損益     2,365      2,360     △23        5 

税引前当期純利益    2,855      2,417    1,596      438 

法人税、住民税及び事業税        9        0       19        9 

法人税等調整額      553      400      482      153 

当期純利益    2,292       2,017    1,094      275 
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平成23年9月末の金融再生法開示債権は景気低迷の影響を受け、前年比6,291百万円

増加し33,888百万円となったことから、金融再生法開示債権比率は6.5％となり、前年

比1.11％増加しました。 

金融再生法開示債権のうち88.23％にあたる29,900百万円については担保・保証や貸

倒引当金で保全を行っております。また、部分直接償却を実施した場合の開示債権比

率は5.60％となります。 

 
[金融再生法開示債権比率の状況（表3）]（単体）                 （単位：百万円） 

23年9月末   23年3月末 22年9月末 22年3月末

実績 23年3月末比 22年9月末比 実績 実績 実績 

金融再生法開示債権 33,888 5,663 6,291 28,225 27,597 25,882

総与信 520,755 3,010 9,686 517,745 511,069 511,545

金融再生法開示債権比率 6.50％ 1.05％ 1.11％ 5.45％ 5.39％ 5.05％

 

   平成23年9月末の自己資本比率は、利益剰余金の積み上げにより、8.77％となり、前

年比0.25％上昇しました。TierⅠ比率については、6.92％となり、前年末比0.29％上

昇しました。 

 

[自己資本比率の状況（表4）]（単体）                    （単位：％） 

23年9月末   23年3月末 22年9月末 22年3月末
 

実績 23年3月末比 22年9月末比 実績 実績 実績 

自己資本比率 8.77 0.26 0.25 8.51 8.52 8.55 

 TierⅠ比率 6.92 0.31 0.29 6.61 6.63 6.63 
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２．経営改善にかかる数値目標の実績 

（1）コア業務純益 

平成23年9月期の貸出金の平均残高は、鹿児島県内を中心とした中小企業向け貸出及

び住宅ローン等に積極的に取り組んだものの、計画を9億円下回りました。 

また、他行との競合等により新規実行金利が低下するなどしたため、貸出金利回り

が計画を0.014ポイント下回ったことから、貸出金利息収入は計画を88百万円下回りま

した。 

一方、預金利息は預金金利が計画を若干上回ったため、計画を1百万円上回りました。 

また、有価証券利息配当金が計画を上回ったことなどから資金利益全体では計画比

△49百万円となりました。 

役務収支については、改正貸金業法の影響によりＣＤキャッシング手数料等が計画

を下回ったことや消費者ローンの増加により支払保証料が増加したことなどから、計

画に対して30百万円の未達となりました。 

その他業務収支については、国債等売却益計上などにより計画を 46 百万円上回り

ました。 

一方、営業経費では、人件費は人員減少及び退職給付費用の減少を主要因として計

画期間内において削減されたため、計画を26百万円下回りました。また、物件費は経

費削減へ向けた諸施策の効果が顕在化しつつあり、計画比△42百万円となりました。 

これらにより、コア業務純益は、計画を4百万円上回り1,957百万円となりました。 

 

［コア業務純益の計画・実績（表5）］               （単位：百万円） 

 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 25/3期 26/3期

 実績 実績（始期） 計画 実績 計画比 始期比 計画 計画 計画 

コア業務

純益 
1,781 3,827 1,953 1,957 4 87 4,017 4,472 5,074

 
※コア業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額－国債等債券関係損益 
※始期比においては始期の水準が通期ベースであるため、23/9期実績（半期）を2倍したものと比較 

 

（2）業務粗利益経費率 

平成23年9月期における資金利益は、貸出金利回りの低下を主要因として計画を49百

万円下回っております。また、役務収支についても、ＣＤキャッシング手数料等の減

少や支払保証料の増加により計画を30百万円下回っております。以上により、業務粗

利益は国債等関係損益は計画を上回ったものの、資金利益、役務利益の不足により計

画を32百万円下回る7,191百万円となりました。 

機械化関連費用を除く経費は、効率化への取組みにより、計画を60百万円下回る

4,364百万円となりました。 

その結果、業務粗利益経費率は計画比△0.57ポイントとなる60.68％となりました。 

今後も引続き、中小企業等向け貸出の増強等によって資金利益の拡大を図るととも

に、経費削減によって業務粗利益経費率の低減に努めてまいります。 
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［業務粗利益経費率の計画・実績（表6）］          （単位：百万円、％） 

 22/9期 23/3期 23/9期 

 実績 実績（始期） 計画 実績 計画比 始期比 

経費（機械化関連費用除く） 4,437 8,768 4,424 4,364 △60 △40

業務粗利益 7,375 15,260 7,223 7,191 △32 △878

業務粗利益経費率 60.16 57.45 61.25 60.68 △0.57 3.23
 
 

 24/3期 25/3期 26/3期 

 計画 計画 計画 

経費（機械化関連費用除く） 8,797 8,758 8,841

業務粗利益 14,493 14,888 15,494

業務粗利益経費率 60.70 58.83 57.06

 
※業務粗利益経費率＝（経費－機械化関連費用）／業務粗利益 
※機械化関連費用は、減価償却費、機械賃借料等を計上 
※始期比においては始期の水準が通期ベースであるため、23/9期実績（半期）を2倍したものと
比較 
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３．経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

（1）収益力の強化 

①中小企業・事業者向け戦略の再構築 

イ.「リレバンモデル」の概要について 

  本計画において当行は、「信用力で選別することなく、面の活動において取引

先事業者の事業運営に本格的に責任を持つことで、強力なリレーションを構築す

るとともに、地域経済を活性化することで不良債権を抑制し、預金者保護を全う

する。」という真のリレバンを実践することで、中小企業・事業者向け戦略（以

降「リレバンモデル」）を再構築してまいります。これにより、当行はいたずら

な金利競争を回避しながら、自らの収益力の向上につなげてまいります。 

  具体的には、経営環境が厳しい鹿児島県にあって、当行のポートフォリオの中

で、「特に優先的に支援すべき業種」（残高や取引先数の割合が大きく要注意先

以下残高も大きい業種）である4業種（サービス業、卸・小売業、建設業、不動産

業）の中小企業及び事業者であるお取引先を対象とし、新たな販路開拓や事業運

営方法の改善を支援することにより、営業利益の改善を重視した売上高の改善を

お手伝いする活動（新販路開拓コンサルティング、以下「ＷＩＮ－ＷＩＮネット

業務」）を展開してまいります。本業務は、当行の支援活動により当初契約した

目標額以上に売上高及び営業キャッシュフローが改善した場合にのみ手数料をい

ただく、「完全成功報酬型」としております。 

  本業務は支援対象となる事業者との「ＷＩＮ－ＷＩＮ」の関係構築による当行

の「経営力の強化」を目指していますが、本業務を組織的かつ継続的に行うこと

により、行員の実態把握能力（目利き）の向上及びリレーションの強化、お取引

先企業のランクアップによる信用コストの抑制も期待されます。加えて、本業務

による地域社会・お客様からの当行に対するイメージの変革、支援活動に伴う新

規取引先の増加による営業基盤の拡大など、副次的な波及効果も期待されます。 

また、本リレバンモデルの実践に際しては、経営戦略の管理手法である「バラ

ンススコアカード」を導入し、長期的な視野で達成状況を指標により評価・管理

することで計画達成に向けて取り組んでいきます。 

 

ロ.ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務の取組み状況について 

 平成23年度上期において、インフラ及び態勢整備として「契約書類」及びコン

プライアンス面を含めた「業務マニュアル」の制定、データベースシステムの開

発を行いました。契約書類や業務マニュアルの制定にあたっては、特に銀行法や

独占禁止法における優越的地位の濫用、利息制限法等の観点から、弁護士との再

三の打ち合わせを行い、リーガルオピニオンを取得のうえ取り組みました。 

 業務マニュアルにおいては、支援対象先の販売形態に応じた支援方法や、十分

な事前説明活動の必要性、商流情報の収集・データベース化、コンサルティング

業務委託契約の方法等、本業務の遂行に必要な諸策について詳細にルール化を図

っております。現在、上期における態勢整備を踏まえ、より活用しやすい「営業

店用業務マニュアル」や「業務のご案内」を作成しております。 
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コンプライアンスについても、コンプライアンス関連規範の制定や業務マニュ

アルに「コンプライアンス・クレーム事例」を記載するなど、本業務を地域や支

援先の信頼を得ながら、永続的に取り組むための適切な態勢の整備を図っており

ます。 

また、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」を取り組む上で必要な行員のスキル向上

については、外部コンサルタントによるセミナーや各種研修時における説明会を

行っており、今後開催する自主勉強会「なんぎん維新塾」により全行的な知識向

上に努めていきます。 

本業務の本格的な担い手である渉外行員における本業務以外の負担については、

「営業店事務の本部集中化」（後述）により軽減を図っていきます。 

上記のような態勢整備をふまえ、平成23年10月からお取引先への業務の主旨説

明を開始しております。 

今後の具体的な実施態勢としては、各営業店の対象先のお客様に対して「ＷＩ

Ｎ－ＷＩＮネット業務」の内容を説明し、売上改善目標と成功報酬の手数料を協

議します。目標売上と手数料をお客様に納得いただいた上で「新販路開拓コンサル

ティング（ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務）業務委託契約書」を締結し、内部手続きを踏

まえた上で、お客様からご提出いただいた商流情報をもとに、実際の支援活動に

取り組んでいきます。 

実施態勢については、本業務を円滑かつ適切に実施できるよう、営業統括部支

店支援室が中心となって、営業店の全面サポートにあたるほか、データベースシ

ステムを活用した運営管理・コンプライアンス管理を徹底することにより、従来

の銀行業務同様、実績や計数管理を確保し、スムーズな業績評価運営を図ってま

いります。 

平成24年1月からは、対象先4,334先の1割程度に該当する全店（東京支店を除く）

の対象先440先に対して契約締結に向けた説明を行い、具体的な支援活動に着手い

たします。 

 

ハ.地域シェアの向上と事業所貸出先数の増加 

当行の鹿児島県内における預貸金シェア及び事業所貸出先数の推移をみると、

平成23年3月末現在、預金シェアは6.4％（平成22年3月末比＋0.1ポイント）、貸

出金シェアは11.0％（平成22年3月末比＋0.1ポイント）となりました。また、事

業所先数は、平成23年9月末現在、7,636先（平成23年3月末比△183先）となりま

した。 

平成23年度下期から本格展開する「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」は、主に既往

取引先を対象とするものですが、本業務への地道かつ着実な取組みにより、中小

企業等に対する円滑な信用供与に努め、取引先数の増加や地域シェアの拡大を図

ってまいります。 
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[鹿児島県内預貸金シェアの推移（表7）]                （単位：％、億円） 

 16/3末 

実績 

17/3末 

実績 
18/3末 

実績 
19/3末 

実績 
20/3末 

実績 
21/3末 

実績 
22/3末 

実績 
23/3末

実績 
貸出金シェア 10.7 10.9 10.7 10.4 10.5 10.6 10.9 11.0

県内貸出残高 35,714 35,561 36,381 37,412 38,082 38,867 39,344 39,682

預金シェア 5.7 5.9 6.0 6.1 6.2 6.1 6.3 6.4

（出所：金融マップ（金融ジャーナル）） 

[事業所貸出先数の推移（表8）]                       （単位：先） 

 17/3末 

実績 

18/3末 

実績 
19/3末

実績 
20/3末

実績 
21/3末

実績 
22/3末 

実績 
23/3末 

実績 
23/9末

実績 
事業所貸出先数 8,157 8,258 8,324 8,312 8,067 7,991 7,819 7,636

うち鹿児島県内 6,708 6,893 6,995 7,028 6,884 6,845 6,693 6,537

 うち鹿児島県外 1,449 1,365 1,329 1,284 1,183 1,146 1,126 1,099

 

②リテール部門の強化 

イ.コア施策 

 （イ）渉外力の強化 

当行は、内務行員を含めた全行員を営業戦力化するなかで、渉外体制につい

ては、平成21年8月の地区管理体制及び渉外行動・成果・評価基準の改定により、

法人渉外・総合渉外・リテール渉外に区分して活動しています。 

平成23年11月には、全員営業体制の確立、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」の本

格展開及び事務の本部集中化を踏まえ、「内務行員の営業行動管理基準」を制定

するとともに、その制定に伴う『渉外行動・成果・評価基準』を改定しました。 
これは内務行員を含めた渉外力の強化を目的としたものであり、以下の観点

から取り組むものです。 
 
 
 
 
 
 
 

・ 渉外行員だけでなく内務行員も顧客を担当し、リテール商品・基盤等の推進を

図ることにより、法人渉外・総合渉外が「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」及び融

資関連業務に特化できる環境を整えること。 
・ メインバンク化の推進や金融商品・ローン等の獲得に繋げるとともに、口座振

替等の基盤強化を図ること。 

・ 既存の金融商品ホルダーを内務行員及びリテール渉外、ＭＰ（マネープランナ

ー）が担当することにより、金融商品販売の専門性の向上を図ること。 
 

 

（ロ）オペレーションの見直しとサービスの強化 

平成23年4月に非対面チャネルの消費者ローン特化店として、ミナミネット支

店を開設するとともに、ローン専用ホームページを開設し、ホームページ上の

ローン受付画面の充実を図っております。これにより、常時ローン申し込みを

可能とする体制を構築しました。受付チャネルが拡大したことで、消費者ロー
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ンは順調に増加しております。 

また、従来、保証会社毎に異なっていた約款・ローン規程書式を統一した新

商品373カードローン『ＷＡＺＺＥＣＡ（ワッゼカ）』、フリーローン『ＨＡＥ（ハ

エ）』の取扱いを開始しました。既存商品の見直しを行うとともに、業務の効率

化及び各種オペレーションの改善を図ったことで、手続きの簡素化が図れてお

ります。 

 

 （ハ）コンサルタント機能の強化 

お客様からの消費性資金の相談については、営業店に「消費者ローン相談窓

口」を設置しており、更にローン特化店であるミナミネット支店においても同

様に現在の生活環境や債務状況等をより丁寧にヒアリングすることで、具体的

な検討・助言を行い適切に対応しております。また、多重債務に陥った相談者

への対応については、住宅ローンセンターにおいて「消費者ローン休日相談窓

口」を設置しており、法律相談センター等の機関へスムーズに誘導するなど、

連携を密に図ることで債務整理や生活再建のための相談機能を充実させてお

ります。 

 

ロ.リテール部門におけるビジネス分野 

（イ）住宅ローンの強化 

平成20年5月にオープンした「住宅ローンセンター」は休日も営業（年末・

年初・祝祭日を除く）しており、住宅取得希望者や住宅販売業者からのニーズ

に対しタイムリーに対応しております。こうした中、平成 23 年 9 月末の住宅

ローン残高は967億円（平成23年3月末比6億円増加）となりました。また、

長期間にわたる固定金利を望まれるお客様に対しては、フラット 35 のご案内

を行うなどお客様のライフプランに応じた資金供給を行っております。 

 

  （ロ）アパートローンの強化 

アパートローンの残高は、平成23年9月末現在539億円（平成23年3月末

比2億円増加）となりました。今後も、アパートローンを利用されるお客様の

資金ニーズに適切に対応し、増強に努めてまいります。 

上記により平成 23 年 9 月期の個人向け住宅資金貸出の実績（住宅ローン、

アパートローン含む）は、1,506 億円（対前期比 9 億円増加）と順調に推移し

ております。 

［住宅向け貸出の実績（表9）］                 （単位：百万円） 

 20/9期

実績 

21/3期

実績 
21/9期

実績 
22/3期

実績 
22/9期

実績 
23/3期

実績 
23/9期

実績 
前期比 

住宅ローン 91,306 91,879 92,325 93,652 95,074 96,098 96,757 659

アパートローン 45,169 47,934 49,092 51,101 51,942 53,654 53,936 282

小  計  136,475 139,813 141,417 144,753 147,016 149,752 150,693 941
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 （ハ）消費者ローンの強化 

平成23年4月に開設した「ミナミネット支店」においてはインターネット上

で 24 時間受付を可能とするなど、受付チャネルが拡大しており、あわせて、

専用商品の開発により、受付件数は大幅に増加しております。これらのことか

ら、平成23年 9月末現在の消費者ローン残高は、198億円（平成23年 3月末

比3億円増加）となりました。 

 

  （ニ）個人預金の受入れ強化 

個人預金総体では、平成23年9月末現在4,461億円と前年比49億円増加と

なりました。定期性預金では、前年比8億円増加、流動性預金では、前年比40

億円の増加となっています。 

個人流動性預金の増強策としては、当行年金振込先への特典の提供や取引企

業に対する給与振込みの働きかけ、インターネット・モバイルバンキングの機

能充実、ＡＴＭ網の整備などにより、年金・給与振込先の拡大に努めます。 

また、好評を頂いている地元百貨店とタイアップした「南七草（ななくさ）

定期預金」（鹿児島県産品や健康に関する商品を景品とした定期預金商品）や、

退職者向け定期預金なども引続き取り扱っております。 

今後においても、お客様の多様なニーズにマッチした商品、喜ばれるサービ

スをタイムリーに提供していくことで、安定した調達基盤の構築に努めます。 

 

［個人預金残高実績（表10）］                 （単位：百万円） 

 20/9期 

実績 

21/3期

実績 
21/9期

実績 
22/3期

実績 
22/9期

実績 
23/3期 

実績 
23/9期

実績 
前期比 

個 人 預 金 残 高 428,412 424,032 424,858 431,647 435,791 441,183 446,127 4,944

 内流動性残高 105,198 98,947 98,935 99,746 101,735 105,456 109,550 4,094

 内定期性残高 323,214 325,085 325,923 331,901 334,056 335,727 336,576 849

 

  （ホ）非金利収入の拡大 

非金利収入増強の柱として取り組んでいる金融商品販売の期中実績について

は、投資信託が28億円（平成23年3月末比15億円増加）、個人年金保険が18

億円（平成23年3月末比6億円増加）となり、平成23年上期販売実績は全体

で56億円となりました。 

「お客様との接点拡大」ならびに「ゆっくりと相談できる窓口」を目的とし

て、「なんぎん個人相談プラザ」を平成21年5月に開設しました。また、国分

支店及び川内支店内にプラザ職員が駐在しており、金融商品の専門スタッフに

よる資産運用相談を行っております。 

今後も、お客様のニーズにあった提案活動及び商品ラインナップの充実によ

り、非金利収入の拡大に努めます。 
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（2）経営の効率化 

①ローコスト体制の構築 

イ． 従業者の戦力化 

[従業員数の推移 （表11）]                           （単位：人） 

21/3末 21/9末 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末  

実績 実績 実績 実績 実績 実績 23/3末比

期 末 従 業 員 数 988 986 963 963 927 944 17

 行員 777 774 744 760 713 713 0 

 嘱託・パート 211 212 219 203 214 231 17

 

[従業員数の内訳 （表12）]                          （単位：人） 
 21/9末

実績 

22/3末

実績 

22/9末

実績 

23/3末

実績 

23/9末 

実績 23/3末比

期末行員数 774 744 760 713 713 0

（うち 本部） 153 139 143 140 141 1

（うち 営業店） 621 605 617 573 572 △1

従業者（行員＋臨時） 986 963 963 927 944 17

（うち 本部） 245 232 235 230 237 7

（うち 営業店） 741 731 728 697 707 10

期末従業者数は平成23年3月末比17名増加となりました。内訳は嘱託・パート職

員17名増加によるものであり、行員について増減はありません（新入行員35名採

用）。従業者数17名増加のうち本部人員が7名増加しておりますが、要因は営業店

支援業務への人員配置であり、営業店事務の本部集中を図ったものであります。

実質的には本部人員の営業部門への配置転換が図られていると考えております。 

 

 a．出向先の拡大によるリレーション強化・戦力化 

平成23年9月末の出向者は43名（計画比1名増加、前年比2名増加、うち転籍1名）

となりました。当行グループ会社以外への出向者も20名（前年比3名増加）となり

出向先の拡大は順調に推移していると考えております。今後も当行と地元企業と

のリレーション強化、ならびに当行人材の地元中小企業等での活用を目的に、当

行グループ会社以外の出向者拡大を図ってまいります。 

[出向者数 （表13）]          （単位：人） 

22/9末 23/3末 23/9末 22/9末比

出向者数 41 41 43 2

転籍者数 6 4 1 △5

 

b．従業者の多能化による戦力化 
営業店の女性嘱託・パート職員117名のうちハイカウンター業務（出納、テラー
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業務）従事者は98名（83.8％）となり、前期比5名の増加となりました。これに

より、女性行員の営業力強化を図るべく、従来、営業店のテラー・出納担当であ

った女性行員をＭＰとして増員（現在30名、前年比5名増加）しております。ま

た、本部の嘱託・パート職員についても、新たな職場での実務研修（人材シェア

リング制度）を継続実施しており、一人二役・三役の徹底を図るとともに、本部

嘱託・パート職員の更なる戦力化（業務多様化への対応）を促進しております。

今後も引続きＭＰ行員及び相談業務従事者（資産運用、融資相談）の増員を図り、

全員営業体制の強化に努めます。 

 

ｃ.スキル向上による戦力化 

  従業者のスキル向上については、業務知識の基本と基礎を徹底することを目的

に、行内インフラを活用したeラーニング研修を開始し業務知識向上を図っており

ます。また、第二次経営強化計画の柱である「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」につ

いては、全行員が周知徹底することが重要と考えており、各階層別研修における

必須のカリキュラムとして取入れるとともに、業種別セミナーを開催する等、「Ｗ

ＩＮ－ＷＩＮネット業務」に関する研修強化を図っております。また、研修カリ

キュラムについても、より実戦的かつ不得意分野克服のための研修を充実させる

べく、各階層毎にアンケートを実施する等、抱える問題点について意見を反映さ

せた内容を中心に実施致しました。なお、研修後には、研修内容に即した各自の

目標を設定させる等以後のＯＪＴ実践の後押しを図っております。今後も、お客

様とのリレーション強化に資するべく、行員のスキル向上を図ってまいります。 

 

ロ．人件費について 

[人件費の計画・実績 （表14）]            （単位：百万円、％） 

 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 25/3期 26/3期

 実績 実績 計画 実績 計画比 計画 計画 計画 

人 件 費 2,945 5,813 2,841 2,829 △12 5,686 5,645 5,655

 給 与 1,756 3,432 1,700 1,699 △1 － － － 

 賞 与 423 818 427 404 △23 － － － 

 退職給付費用 252 504 194 184 △10 － － － 

そ の 他 514 1059 520 542 22 － － －  

Ｏ Ｈ Ｒ 41.53 40.74 39.52 39.54 0.02 － － － 

人件費については、営業部門強化のため嘱託・パートの雇用が増加し、臨時雇

用費が一部増加しましたが、高所得者層の定年退職及び準定年化（専任行員化）

が進み、総人件費は、前年比116百万円減少（計画比12百万円の減少）するととも

に（平成23年上期 定年退職者9名、準定年9名）、厚生年金基金代行返上を実施

したことで、退職給付費用が前年比68百万円減少したことから、平成23年9月期の

人件費ＯＨＲは39.54％となりました。 

なお、平成23年6月に開催した株主総会の承認を受け、役員退職慰労金制度の廃

止を柱とする役員報酬制度の見直しを行っており、今後もメリハリのある人事制

 - 12-



 

度改定を進めてまいります。 

 

ハ．物件費の節減 

[物件費の計画・実績 （表15）]            （単位：百万円） 

24/3期 25/3期 22/9期 23/3期 23/9期 26/3期

実績 実績 計画 実績 計画比 計画 計画 計画 

物 件 費 2,111 4,182 2,145 2,103 △42 4,281 4,261 4,255

物件費については、平成23年9月期は会費、寄付金、保守費等の見直しにより、計

画を42百万円下回りました。削減については、これまでも積極的に取り組んでまい

りましたが、機械化関連投資(ＳＢＫ関連費用、サブシステム費用等)や、お客様の

利便性向上に向けた投資（花棚支店新設、種子島支店新店舗、店舗外ＡＴＭ新設等）

のほか、本部機能強化・集中に向けた投資により、平成24年3月期までは増加を見込

んでおりますが、平成25年3月期以降は、現在実施している節減策の効果等により若

干の減少を予定しております。 

  従来より、支出の妥当性・必要性の検証強化等に取り組んでおり、システム・設

備投資等にベンチマークを設け、費用対効果の「見える化」にも取り組んでおりま

す。また継続的な経費の見直し、ムダの排除や営業店の経費事務の本部集中化等の

効率化にも併せて取り組んでおり、更なるローコスト体制の構築に取り組んでまい

ります。 

 ニ．事務管理態勢の抜本的見直し 

   （イ）営業店内務従業者数の抑制 

       平成23年2月の「営業店事務の抜本的改革」において計画した「内務従業者

と営業担当を各50％とする」目標の実現に向けて、「営業店事務の本部集中

化」と「各種事務規程の簡素化」に取り組んだ結果、平成22年12月末現在の

内務従業者比率は64.4％（457名）から、平成23年9月末時点で63.0％（441名）

まで低下しました。 

 

   （ロ）営業店事務の本部集中化の促進 

       平成23年7月から「文書統合管理システム」を導入し、住所変更届けを含む

諸届、相続事務、雑益支払事務、キャッシュカード異常取引連絡（顧客宛電

話連絡）、融資オペレーションの一部（代位弁済、条件変更、ローン実行等）

の営業店事務を、新設した「事務統括部 事務集中二グループ」において本

部集中しました。 

当面は試行的に鹿児島市内店舗24カ店で実施し、運用状況と効果を検証し

つつ平成23年度下期から全店展開する方針としております。 
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   （ハ）事務量の削減 

営業店の事務量削減のため、出納事務の機械化とＡＴＭ多機能化に取り組

んでおります。出納事務の機械化については平成23年度上期中にオープン出

納機を7カ店に導入（導入店舗累計15カ店）し、平成23年度下期の導入予定店

舗5カ店を含めて、平成23年度中に累計20カ店迄配備する予定です。 

       また、ＡＴＭの多機能化については、通帳繰越機能、店舗内ＡＴＭのリモ

ート精査機能、ペイジー機能、定期預金解約機能等の機能追加をＳＢＫ（シ

ステムバンキング九州共同センター）において加盟行に対して提案し、現在、

ＳＢＫ専門部会において具体的なコストと実現性について検討中です。 

 

②経営資源の効率的配置 

イ．本部機能向上のための経営資源の効率的配置 

（イ） ミナミネット支店の開設 

第二次経営強化計画における強化戦略の柱のひとつとして、個人ローン特

化店舗である「ミナミネット支店」を開設し「非対面チャネル取引の拡大」

へ向けた取組みを行っております。ミナミネット支店は個人ローン各種を取

り扱う店舗であり、インターネット上の取引が主体であるため、営業統括部

リテール推進グループ内に設置しております。受付チャネルが拡大したこと

で受付件数が大幅に増加しております。 

（ロ） 本部事務集中化及びグループ再編によるスリム化 

営業店事務の削減による営業店内務従業者の営業戦力化及び営業店事務の

本部集中化促進の態勢強化を図ることを目的として、事務統括部に「事務集

中二グループ」を設置しました。 

       お客様からの苦情・相談に対する適切かつ迅速な対応及び、コンプライア

ンス遵守、ＣＳ向上による営業の実効性を確保することを目的として、コン

プライアンス統括部の「コンプライアンス統括グループ」を「経営企画部リ

スク統括グループ」に、「お客様相談グループ」を「営業統括部支店支援室」

に移管・統合しました。 

       各種リスクを統括し、リスク管理の充実を図ることを目的として、経営企

画部内に「リスク統括グループ」を新設し、経営企画部「経営計画推進室内

のリスク統括業務」及び「内部統制グループ」、上記「コンプライアンス統括

グループ」を移管・統合しました。 

（ハ） 経営計画統括本部の新設及び審査部債権管理部門の再編 

平成23年10月に「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」をはじめとした第二次経営

強化計画の各種施策の着実な遂行を目的として、頭取を委員長とする「経営

計画推進委員会」を設置し、本委員会の執行機関として本部機構内に「経営

計画統括本部」を新設しました。本委員会において、計画達成に向けた態勢

整備や、進捗管理、定量管理を行っていきます。 

また「信用コスト」の抑制及び「債権の管理・回収の強化」を図ることを

目的として、審査部債権管理部門を「債権管理室」へと格上げ、強化しまし
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た。 

 

ロ．店舗戦略の明確化 

  経営資源の効率的配置を目的として、平成22年10月より鹿児島市内4地区において

店舗エリア制をスタートさせており、今後も鹿児島市内の他地区においてエリア制

の拡大を検討・実施していく予定です。 

  新規出店については、種子島支店のリニューアルを平成24年度上期に予定してお

り、移転オープンに向けた準備を行っております。また、薩摩川内市における第2店

舗新設をはじめとした「預金特化店舗」について、営業効果等を十分に協議・検討

し、実施してまいります。 

  ＡＴＭ戦略については、近年ではコンビニ店舗内の出店を中心に、スクラップア

ンドビルドを行ってきましたが、ＭＭＫ方式（現金装填やメンテナンスを警備会社

へ委託する方式）による出店やコンビニＡＴＭとの提携の検討を進めるなど、お客

様の利便性の確保に努めてまいります。 

 
ハ．新規設備（システム）投資にかかる採算管理の厳格化 

新規及び更新設備については、「設備（システム）投資計画検討会」において必

要性・妥当性について多面的かつ組織的に検討を行っています。特に新規設備につ

いては、ベンチマークを設定するなど、導入後の効果についても継続してモニタリ

ングを行っていきます。また、投資の内容によっては、サーバーの仮想化やＳＢＫ

による加盟行内の共同化についても、取り組んでいます。 

 

（3）資産の健全化 
①不良資産の改善 

(1) 再生支援への取組み 

a．経営相談 

平成21年6月審査部内に経営支援室を設置し、経営相談対象先に対し、定期的

に訪問するなかで経営指導等を行っております。具体的には、個社別の課題（売

上拡大、経費削減等）を把握したうえで経営指導や専門的なコンサルタントの紹

介に加え、販路拡大については営業統括部との連携でビジネスマッチングに取り

組んでおります。さらに、平成23年度下期からは、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」

による新販路開拓支援やオペレーション改善支援等のコンサルティング機能の

発揮や地域経済の面的再生に積極的に取り組むことで、取引先の財務内容改善を

図り、信用コストの圧縮にも繋げてまいります。 

 

ｂ．事業再生 

中小企業再生支援協議会との連携、人材派遣、ＤＤＳ・ＤＥＳ等の金融支援等

の手法や、事業再生アドバイザーのアドバイスのもと事業再生に積極的に取り組

んでいます。平成 23 年 9 月末での再生実績は、人材派遣 1 先、支援協議会によ

る経営改善計画書策定1先となっています。また、現在1先の支援案件を支援協
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議会へ付議しており、再建計画書策定先に対する資金繰り支援等を行っています。 

 

ｃ．組織面の整備 

平成23年2月に経営支援室を2名増員（内1名は中小企業診断士）することで組織

強化を図り、取引先の早期再生に努めております。 

今後も取引先企業との接点拡大に努め、有効なモニタリングを実施するととも

に、適切な経営支援を実施してまいります。 

 

(2) 中小企業金融円滑化法への対応 

平成21年12月に施行された中小企業金融円滑化法につきましては、基本方針の制

定、管理基準の制定ならびに事務手続集の見直し等を実施しており、全行員が法律

の趣旨を十分に理解できるよう、Ｑ＆Ａ集の配付や本部研修及び勉強会を実施する

など周知徹底を図っています。さらに、体制面においても、金融円滑化を積極的に

推進することを目的として、頭取を委員長とする「金融円滑化推進委員会」を設置

し、取組み状況を適切に把握のうえ、コンサルティング機能の発揮に努めています。 

平成22年2月より「キャッシュフロー分析による目利き研修」を5回、「経営改善

計画書策定セミナー」を1回開催しました。また、｢条件変更モニタリング状況｣に関

する臨店指導、審査部審査役の外部研修派遣等を行うなど本部及び営業店における

人材育成に努め、お取引先に対する再生支援業務の態勢整備を図っております。 

また、経営支援室によるコンサルティング機能の発揮のため、管理強化として、

信用額20百万円以上の円滑化対象先に対する本部の関与度を高めたことで、営業店

フォローを強化しております。 

今後も引続き、「金融円滑化推進委員会」を中心として、コンサルティング機能

の更なる充実を図るなど、金融円滑化に向けた取組みを一層強化してまいります。 

 

(3) 早期オフバランス化への方策 

実質破綻先等において、各種支援活動を検討・実施しても事業再生が困難と判断

せざるを得ない場合は、お客様と可能な限り協議のうえ、バルクセール等も活用し、

オフバランス化を進めております。 

平成21年度の実績は20億円、平成22年度は約12億円のオフバランスを実施してい

ます。 

 

②信用コストの抑制 

イ．大口先管理の強化 

（1）大口与信先に対するクレジット・ライン及びクレジット・リミットの制定 

①大口与信先に対する与信管理を厳正に行うため、クレジット・ライン（与信先

単体：5 億円、与信先グループ先：10 億円）を設定、クレジット・ラインを超

える大口与信先については「融資取組方針検討会」に付議し、取組方針や与信

限度額（クレジット・リミット）の見直しを行うこととしています。 

②クレジット・リミットの設定については当面の間、与信額10億円（うち未保全
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額 5 億円以内）を目標とし、超過している先については、与信限度額内に収ま

るよう債務者と折衝し、圧縮を図っていく方針としています。 

 

(2)大口与信先は融資取組方針検討会(単体5億円・グループ10億円)を開催し、財務

等の実態や今後の見通し、与信対応の方針等について協議しています。 

また、審査部内に経営支援室を設置し、経営支援が必要だと思われる大口与信先

を専担審査役が細かく管理していく体制を採用しています。 

必要に応じ、債務者企業に直接出向き積極的に面談を行う他、他金融機関や顧問

税理士とも連携・協議しながら、債務者企業の経営改善に取り組んでいます。 

 

ロ．ポートフォリオ管理の強化 

(1)毎月定例で実施されるＡＬＭ委員会において、貸出先上位30先、グループ先20

先の与信額、与信限度額等について報告を行い、与信集中回避の検討を行う等、

対応面での確認を行っています。 

(2)貸出極度額（手形貸付枠・当座貸越枠）については、枠設定時・更新時において 

枠の必要性や妥当性について検討しています。また、貸出枠決定においては、直

近決算時点での正常運転資金を参考としつつ、動態面での実態把握を行い、個々

の企業毎に運転資金の必要時期、ピーク額等を把握したうえで、保全面や取引効

率、利用状況等勘案して総合的に判断することとしています。営業店は定期的に

見直しを行い、本部との協議・調整後、削減対象先については債務者と折衝を行

い、当行の考え方や取組方針を十分説明し、理解と納得を得たうえで、逐次貸出

枠の減額・解除等の措置を行っています。 

 

ハ．小口融資（保証協会付貸出含む）の審査・管理態勢の強化 

    当行の信用コスト(責任共有制度負担金含む)が高い要因の一つとして、格付対象

とならない総与信10百万円未満の小口融資(保証協会付貸出含む)からのデフォルト

が目立つなど、小口融資等の審査・管理面の強化が課題となっています。 

このため、営業店に対して小口融資取組み時の案件検討及び中間管理の強化につ

いて啓蒙しています。加えて営業店の業務負担とのバランスをとりながら、非格付

対象先についての対応策(簡易格付の制定等)を検討するなど、小口融資等が安易な

与信取組みにならないような態勢構築を図っております。 

また、信用コスト削減のためには、総与信額の3割を占める要注意先に対する与信

管理が極めて重要であり、要注意先（8格）先の区分細分化による与信管理の強化に

ついても検討していきます。 

 

ニ．地域密着型金融（リレバン）の推進 

当行の営業基盤の中心である中小・零細企業をはじめとする地元業者に対して必

要な資金を供給していくことは地域金融機関である当行の重要な責務であります。 

平成23年4月からスタートした今計画においても、従来の「地域密着型金融(リレ

バン)」への取組みが必ずしも十分ではなかったとの反省を踏まえ、新たな本業支援
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として経営環境が厳しい鹿児島県下にあって、当行のポートフォリオに占める残高

が大きくかつ業種的に厳しく真に支援を必要とする4業種(サービス業、卸・小売業、

建設業、不動産業)を対象に新リレバンモデル『新販路開拓コンサルティング業務(Ｗ

ＩＮ－ＷＩＮネット業務)』に取り組んでいます。本業務は、平成23年上期を準備期

間とし、下期より開始しています。 

本モデルは全国的にも新たな取組みでありますが、今計画における経営戦略の柱

としてまた地元企業の経営改善、地域経済活性化に資する施策として注力していき

ます。 

 

ホ．管理会計の活用による営業店行員の意識改革 

平成22年4月から導入している収益管理システムにより、営業店別に「信用コスト

控除後業務純益」を算定しており、これについては平成23年度上期より営業店業績

評価基準の一つとして採用いたしました。具体的な評価基準として目標設定を設け

ることで、営業店の信用コスト抑制に向けたインセンティブ付与に繋がることが期

待されるほか、信用コスト抑制に対する意識改革を図っていきます。今後も収益管

理システムの更なる精度向上、及び管理会計を活用するマインド醸成に努めます。

 - 18-



 

４．従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項の進捗状況 

（1）業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

前計画期間において、責任ある経営体制の確立に向けて、役員を4名減員し、より迅

速な業務遂行がなされる体制としました。また、取締役の役割と責任をより明確にす

るため、任期についても2年から1年に短縮しております。 

本計画期間中においては、更なる経営体制の強化を目的として、社外取締役の導入

を検討してまいります。 

経営に対する評価の客観性を確保するために、平成21年6月に設置した第三者（弁護

士、大学教授、企業経営者）により構成する「経営評価委員会」を平成21年7月より5

回開催しており、同委員会では、当行の経営全般に関する活発な討議がなされました。 

主な討議内容としては、経営強化計画の実現へ向けた具体的施策に関する事項、な

かでも営業チャネル（店舗戦略やＡＴＭ、ネットバンキング等）や人事施策（女性渉

外の活用等）などについて討議がなされたほか、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」の取

組みについての議論も行いました。委員会の場で頂いた意見・助言については、当行

の施策への反映を行っております。 

監査役については、引続き社外監査役3名を含む4名体制とし、監査役機能の強化に

努めています。 

 

（2）リスク管理の体制の強化のための方策 

①統合リスク管理に関する事項 

統合リスク管理は、経営体力に見合ったリスク・コントロールによる健全性の確保、

リスク調整後収益に基づいた経営管理による収益性や効率性の向上を目指す体制とし

て捉え、平成23年7月に経営企画部経営計画推進室からリスク管理業務を分離し、経営

企画部リスク統括グループを発足させ、統合リスク管理の構築に向けて取り組んでい

ます。 

具体的には、統合リスク量を自己資本と比較し、リスク量が経営体力の範囲内に収

まっているか毎月ＡＬＭ委員会でモニタリングしているほか、四半期に１回ストレス

テストを考慮したリスク量との比較・対照を行い、経営体力に見合ったリスク量であ

るか確認を実施していることに加え、必要に応じて足元の経済環境に応じたストレス

テストも実施しております。 

また、平成21年11月に信用リスク計量化システムが稼動したこと等から、平成22年4

月から部門別（営業部門、市場部門、ＡＬＭ部門）にリスク資本を配賦し、リスク資

本配賦運営を開始しています。この資本配賦状況のモニタリングについては、部門及

びリスクカテゴリー毎にリスク資本の使用状況等を、毎月実施されるＡＬＭ委員会に

おいて報告しています。 

平成23年4月には、平成22年度下期の部門別の資本配賦によるリスク対比リターン評

価について、目標ＲＡＲ（リスク調整後収益）、ＲＡＲＯＣ（リスク調整後資本収益

率）等を指標として、部門別に実績値と比較し、計画対比での要因分析、今後の課題

等についてＡＬＭ委員会に報告しています。 

今後は、この評価を本部各部門別の業績評価に使用できるレベルまで精緻化を行い、
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部門毎のリスク対比リターンでのポートフォリオ改善に向けたインセンティブを付与

し、収益性・効率性の向上に活用していきたいと考えております。 

 

※ ＲＡＲ（リスク調整後収益）＝業務純利益－信用コスト（不良債権処理費用） 

ＲＡＲＯＣ＝ＲＡＲ／使用リスク額平残  

 

②信用リスク管理に関する事項 

イ.全行員の融資への取組みスタンスや与信リスク管理能力の強化については、「融資

の基本姿勢（クレジットポリシー）」及び「信用リスク管理基準」を基本原則とし

て定めており、各種行内研修においても周知を図っています。 

また、大口与信先については、貸出合同審議会や融資取組方針検討会等において

個社別のモニタリングを実施、本支店一体となったリスク管理強化に努めているほ

か、ＡＬＭ委員会においても、月次で貸出金ポートフォリオの状況を確認し、リス

ク分散に努めています。与信集中リスク是正に向けた対応強化策として、与信限度

額の位置づけや目的について明文化し、限度額拡大にあたっては明示的な議論を行

っていく旨、規定化を図りました。同時に与信管理を厳正に行うため、一定の金額

（クレジット・ライン）を具体的に設定し、クレジット・ラインを超える大口与信

先に対しては、融資取組方針検討会に付議のうえ、取組方針や与信限度額の見直し

を行うことにより、与信集中リスクの縮小化に努めています。 

（イ）貸出合同審議会においては、代表取締役及び専務取締役・常務取締役、審査

部長を中心として、担当審査役を交え集中的な案件審査を随時実施しています。 

（ロ）融資取組方針検討会は、特定業種または特定のグループに対する与信集中度

合い等、ポートフォリオの状況を管理する観点から検討を行い、その「取組方

針」ならびに「与信限度額」を協議決定することを目的としています。 

 

ロ.平成21年11月に導入した「信用リスク計量化システム」は、格付自己査定システム

とも連携しており、今後、システムのバージョンアップにより信用リスク計量化の

さらなる精緻化ならびに分析能力の向上を図ることで、与信リスクを適正にコント

ロールできる態勢を目指してまいります。 

（イ）信用リスク計量化データについては、平成21年11月よりＡＬＭ委員会におい

て、ポートフォリオ全体のリスク量の把握に加え、与信額（グループ含む）上

位30先、地域別や業種別、営業店別など様々な切り口でのリスク量の報告を行

っています。この中で採算性評価も実施していますが、ＡＢＣ原価計算に基づ

く経費率等のさらなる精緻化を図りつつ、与信限度額の設定などの実用的な運

用を目指しています。 

（ロ）平成22年4月からスタートした新収益管理システムによる管理会計制度におい

ては、信用リスク調整後収益（業務純益－信用コスト）を部店別、個社別に算

出し、各部店へ帳票を還元することで、支店単位・取引先単位での収益性を意

識した取組みを行っています。 

平成23年度の業績表彰よりリスク調整後収益を使用しており、営業店へのイ
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ンセンティブ付与を行っております。 

これによって営業店の信用コストに対するマインドを高めるとともに、当行

全体の与信リスクを適正な水準へとコントロールしていくことを目指していま

す。 

 

③市場リスク管理に関する事項 

市場リスクは、依然として経営に重大な影響を与えるリスクであり、引続き経営の

関与を強めるとともに、市場リスク管理体制の強化に努めています。 

イ. 有価証券の日々の市場リスク管理をポジション残高、評価損益、実現損益等で行

うため、日次作成の市場リスク管理表等にてリスク統括部署及び監査部門への報告

を行っています。また、アラームポイントに抵触するものについても、速やかにリ

スク統括部署を経由のうえ担当役員に報告する体制とするなど、牽制体制強化のた

め、リスク統括部署の関与を高めています。 

ロ．平成 23 年度における損失限度額は、今年度収益計画の有価証券利息配当金に、

事業債・金融債の平成 23 年 2 月末信用リスク量を加味した金額にて設定しており

ます。この限度枠管理の運用を厳格に行うため、ＡＬＭ委員会（毎月実施）にポジ

ション枠、リスク限度枠、損失限度枠の状況を報告しています。 

ハ．有価証券運用は、取引に関する運用権限の見直し等を行いながら市場リスクの抑

制に努めています。 

また、有価証券については日次での管理徹底を図っており、国債等を中心として、

より安全性と流動性を重要視した運用に努めています。 

 

（3）法令遵守の体制の強化のための方策 

当行では、法令等遵守態勢の確立を経営の最重要課題の一つと位置づけ、年度毎に

策定する「コンプライアンス・プログラム」を当行が取り組むべき重点施策として、

コンプライアンスの徹底に努めております。 

具体的には、頭取が委員長を務めるコンプライアンス委員会を毎月開催し、コンプ

ライアンス向上への取組みについて報告を行うとともに、不正利用懸念口座、盗難カ

ード被害、苦情等の発生状況などについて、その発生原因分析や再発防止策等を協

議・検討し、意思決定の必要なものについては取締役会に報告・付議しています。 

主な重点施策については、支店長研修から新入行員研修まで、各種研修にコンプラ

イアンスに関する講座を設定しており、役員が講師を務めるなど経営陣自ら率先して

法令等遵守態勢の強化に取り組んでいるほか、全職員が参加する全店統一コンプライ

アンス勉強会を毎月開催し、喫緊の課題や改正ルールなどを、適時、勉強会のテーマ

として選定しております。 

また、各部店にコンプライアンスの責任者であるコンプライアンス担当者を配置し、

毎月、コンプライアンス・モニタリング実施報告書により、行動規範・関係法令等に

関する職員の理解度チェック、本部への要望や質問、日常業務における法令・規程等

の遵守状況や不祥事未然防止の観点からの動態チェック及び職場内での相互牽制機

能、ジョブローテーションの適切な実施等に関して自部店の遵守状況を点検し、コン
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プライアンスの統括部署である経営企画部リスク統括グループが全体をモニタリン

グする態勢としています。 

さらには、苦情・相談の担当部署である営業統括部支店支援室内のお客様相談グル

ープにおいては、全店統一コンプライアンス勉強会にあわせて臨店指導を実施してい

ます。 

今後につきましても、内部監査部門及び本部関係各部、監査役と連携し、法令等遵

守態勢の更なる強化を図ってまいります。 

 

（4）経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

経営に対する評価の客観性確保のために、弁護士、大学教授、企業経営者にて構成

する「経営評価委員会」を平成21年6月に設置し、これまで平成21年7月と平成22年1月、

7月、平成23年1月、8月の5回開催しました。同委員会では、決算の状況、経営強化計

画の進捗状況、金融円滑化法への当行の対応、地元向け貸出の増強、有価証券の運用

方針、当行のイメージ戦略等様々な視点からの協議がなされ、経営戦略などに反映し

ております。 

今後も、半年に1回定期的に開催される同委員会が、当行の経営戦略及び方針に対す

る客観的な評価・助言を取締役会に行うことで、経営に対する評価の客観性確保と牽

制機能の強化に活用しております。 

 

（5）情報開示の充実のための方策 

①決算情報開示の充実 

決算情報等は、証券取引所への適時開示のほか、プレスリリース、ホームページへ

の掲載等により適時適切な開示を行っています。平成23年3月期第2四半期から決算説

明資料にダイジェスト版を新たに作成し、より分かりやすい開示に努めました。 

今後もグループ会社を含めた開示体制の更なる充実を図り、迅速かつ質の高い情報

開示に取り組んでまいります。 

 

②部門別の損益に関する情報開示の充実 

当行の管理会計は、平成22年度に導入した収益管理システムにより、部門・拠点・

商品別等の多角的な収益状況の分析評価が可能となっており、今後は、より高度な収

益管理体制の構築を目指しております。 

あわせて、ディスクロージャー誌、ホームページ掲載等によって更なる情報開示の

充実を図ってまいります。 

 

③主として業務を行っている地域への貢献に関する情報開示の充実 

当行は地域に根ざした銀行として、様々な地域貢献活動に対して積極的に取り組ん

でいます。 

平成21年10月に地元金融機関とともに「鹿児島アグリ＆フード金融協議会」を設立

し、商談会の開催などにより、南九州地域の「食」を中心とした地域経済の活性化に

努めております。平成23年7月には、当行をはじめとした第二地方銀行協会加盟行24行
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を幹事行として、首都圏バイヤーとの個別商談会を開催しました。 

「食」以外においても、中小企業支援コーディネーターを招聘して「今さら聞けな

いホームページの見直し方法」と題したセミナーを平成23年8月に開催（33社の企業が

参加）し、問題解決に向けたアドバイスを行いました。「顧客が知りたいことが分か

り、自社のサイトの見直しができた」等、好評を頂いております。 

平成18年度から、取引先企業への経営支援策の一つとして、鹿児島大学の技術移転

機関である㈱鹿児島ＴＬＯと連携し、取引企業の経営相談に取り組む「技術相談会」

を開催しております。（後述） 

また、文化活動の支援としては、地元新聞社主催美術展の海外派遣美術留学生への

支援や地元交響楽団への支援等を行ったほか、ボランティア活動としては、鹿児島市

内を流れる甲突川の一斉清掃活動や天文館地区活性化を目指す「Ｗe Ｌove 天文館」

協議会主催の活動などに役職員が多数参加しました。 

こうした活動状況は、ディスクロージャー誌やホームページ等で開示しており、今

後も引続き、開示内容の充実を図るとともに、情報開示を通じた利用者の評価を各業

務に適切に反映させてまいります。 

 

④株主への取組み（ＩＲ含む） 

当行株式への投資魅力を高め、より多くの方に中長期的に当行株式を保有していた

だくことを目的として平成23年3月より「株主優待定期預金」の取扱いを開始していま

す。また、平成23年5月より当行のプロフィール及び決算概要、株主優待制度等を記載

したリーフレットを作成し、当行への理解をより深めていただくように努めてまいり

ます。 

本部・営業店のお客様により組織されるお客様会等の充実やＣＳＲ活動の活発化、

清掃活動等の地域行事への積極的な参加などにより、お客様・地域社会との密着度合

いを高めてまいります。 
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５．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域

における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

（1）主として業務を行っている地域における経済活性化に資する方策 

①経営改善支援等取組先企業の数の取引先の企業の総数に占める割合 

[経営改善の取組み(表16)]                       （単位：先、％） 

 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 25/3期 26/3期

 実績 実績（始期） 計画 実績 計画比 計画 計画 計画 

27 33 25 36 11創 業 ・ 新 事 業 25 25 25

経 営 相 談 10 13 18 31 13 21 21 26

事 業 再 生 0 2 3 2 △1 3 3 3

事 業 承 継 0 0 1 0 △1 2 2 2

担 保 ・ 保 証 102 80 90 78 △12 90 90 90

合 計 139 128 137 147 10 141 141 146

取 引 先 総 数 8,442 8,323 8,373 8,343 △30 8,423 8,523 8,623

比率 1.64% 1.53% 1.67% 1.63% 1.76% 0.13% 1.65% 1.69%

※本計画において取り組む「ＷＩＮ-ＷＩＮネット業務」による経営相談先数は、計上しておりません。 
※本表に計上する「経営改善取組み先」は、以下のとおりです。 
1.創業・新事業 

（1）各種補助金・助成金の申請支援件数（申請完了件数） 
（2）融資取組み件数（融資実行件数） 

2.経営相談 
（1）各種商談会等を通じ、当行の積極的な関与により成約した先数（売買契約成立件数） 
（2）ビジネスマッチングサービス成約件数（同サービス契約後の成約件数） 
（3）技術相談会参加企業のうち具体的な支援に取り組んだ先数（特許申請提出件数、研究等にかか

る契約締結件数） 
（4）中小企業センター等外部関係機関との連携による企業支援件数（特許申請提出件数、研究等に

かかる契約締結件数） 
（5）成長基盤強化資金の取組み先数（融資実行件数） 

3.事業再生 
（1）中小企業再生支援協議会との連携による支援先数 
（2）経営改善支援先等のランクアップ先数 
（3）当行から支援目的で人材派遣した先数 
（4）債務超過企業等に対する金融支援（ＤＤＳ、ＤＥＳ） 

4.事業承継 
（1）融資取組みなど当行関与による事業承継・Ｍ＆Ａ支援先数 
（2）外部専門機関への取次ぎによるＭ＆Ａ支援先数 
（3）企業価値の算定支援先数 

5.担保・保証 
（1）当行における「担保・保証に過度に依存しない融資（アグリネット資金“南風育ち”、ビジネ

スローン“いっき”、Ｆａｓｔ保証融資、ＴＫＣローン）」（融資実行件数） 
（2）ＡＢＬの取扱件数（融資実行件数） 
（3）私募債・ＰＦＩの取組み件数（融資等実行件数） 

 

取引先総数については、計画を30先下回ったものの、経営改善支援等取組み先数は、

以下の取組みにより147件の実績となり計画を10件上回ったことから、経営改善支援等

取組先企業の取引先総数に占める割合は、平成23年9月計画を0.13ポイント上回る

1.76％となりました。 
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創業・新事業支援については、県・市の創業支援制度の活用を中心に取組み、36件

の実績となり、計画を11件上回りました。経営相談については、「ビジネスマッチン

グサービス」への取組みを強化したことから、31件の実績となり、計画を13件上回り

ました。事業再生については、人材派遣及び中小企業再生支援協議会との連携により2

件の実績となり、計画を1件下回りました。事業承継については、外部機関との連携を

図りましたが、実績の計上までには至りませんでした。担保・不動産に依存しない融

資については、「南風（はえ）育ち」及びＡＢＬ等に取り組みましたが、78件の実績

となり、計画を12件下回りました。 

今期においても引続きコンサルティング能力の向上に努め、金融の円滑化に取り組

んでまいります。 

 

②地域における経済活性化に資する方策 

 イ．新販路開拓支援活動（ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務）による地域経済活性化に資する

取組みの方策 

   当行は、地元金融機関と連携した商談会や相談会等を活用した様々な販路開拓支援

を行ってきましたが、今までの取組みが側面的支援であったという反省のもと、第二

次経営強化計画においては、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」への取組みを中心施策と

掲げ、事業内容（商流やオペレーション）の詳細にまで踏み込んだ支援を行うことで、

取引先企業の事業運営改善に本格的に責任を持った支援活動を行っていきます。 

   本業務については、平成23年度上期に態勢整備として、「契約書類」及びコンプラ

イアンス面を含めた「業務マニュアル」の作成や、データベースシステムの開発を行

いました。平成23年度下期からは、業務をスタートさせており、顧客説明等を行って

おります。 

 

ロ．創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化 

創業・新事業への融資取組みについては、専担の審査役を配置しており、鹿児島県・

鹿児島市の創業支援制度の活用や政府系金融機関及び信用保証協会との連携強化によ

る協調融資等を行い、平成23年9月期は小口の事業者を中心に36件の取組み実績となり、

計画を11件上回りました。 

また、新事業にかかるサポートとして、鹿児島県の補助金制度である「地域資源活

用新事業創出支援事業」の申請支援を行っているほか、平成23年度においても、中小

企業センターや鹿児島大学の技術移転機関である㈱鹿児島ＴＬＯ等との産・学・官ネ

ットワークを活用した「技術相談会」を平成24年2月に実施予定であり、取引先企業の

技術向上、ノウハウの取得等について支援活動を行います。「技術相談会」の具体的

内容は、新商品・新技術開発・生産合理化・コスト削減・特許取得等を検討している

企業を対象に、㈱鹿児島ＴＬＯと連携して、問題解決に向けて個社ごとに相談内容を

聞き取り、取引先企業への経営支援を行うもので、毎年一回開催（随時相談も含む）

しています。（平成23年2月開催は11社が参加、今までの5年間で延べ41社から相談実

績） 

具体的成果として㈱鹿児島ＴＬＯとの連携による「特許出願支援及び特許のロイヤ
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リティ管理」や「提携先との契約書策定支援」、「新商品の事業化に向けた営業支援」

などが挙げられます。 

今後も創業等に関わるサポートを行い、それに伴う資金ニーズにも、タイムリーに

対応してまいります。 

 

ハ．経営に関する相談その他の取引先の企業に対する支援に係る機能の強化 

取引先企業に対する経営相談及び支援機能強化の観点から、経営改善が見込める当

行メインの取引先を中心に、営業店からの情報を基に本部にて支援先を選定していま

す（平成23年度上期は38先を選定）。当該支援先の選定に際しては、営業店が経営者

の考え方や現在の業況等について十分なヒアリングを行ったうえで、本部において当

行の支援活動に対する理解ならびに事業再生の可能性等の抽出基準に則り選定してい

ます。活動内容としては、取引先企業の抱える課題等の実態を把握したうえで、本部・

営業店が連携し、経営に関する相談・アドバイス等を実施しております。 

また相談の内容によっては、法務・税務等専門知識が必要となることから、弁護士・

公認会計士等の専門家や経営コンサルタントを紹介するなどの対応を行っています。 

その他、当行取引先の商品・サービスを個別にマッチングする「ビジネスマッチン

グサービス」に取り組んでおり、平成23年9月期は、20件の成約実績となりました。各

種商談会への誘致による販路拡大支援にも取り組んでおり、当行の関与により売買契

約が3件成立しました。また、成長基盤分野の事業（農林水産業、医療介護、環境、エ

ネルギー等）に取り組む企業に対しても、「成長基盤強化資金」等を活用した資金供

給を行っております。（平成23年9月期実績8件672百万円） 

以上により、平成23年9月期における経営相談に関する取組みは31件の実績となり計

画を13件上回りました。 

 

ニ．早期の事業再生に資する方策 

当行からの経営改善支援活動を積極的に受入れ、かつ事業再生が可能と判断した当

行メインの取引先を主に選定し、積極的に事業再生支援活動を実施しています。 

メインとなる活動は、中小企業再生支援協議会との連携による事業再生であり、過

剰債務の状態にあるものの、キャッシュフローを確保でき事業再生可能と判断した取

引先には、ＤＤＳ、ＤＥＳ等の踏み込んだ金融支援を実施しています。 

また、人材派遣についても、財務改善の支援サポートが必要と判断される場合には

人材の選定を行ったうえで実施しています。 

事業再生に関して様々な取組みを実施しましたが、平成23年9月末実績は、人材派遣

1先、支援協議会による経営改善計画書策定1先と2件の実績となり計画を1件下回りま

した。また、現在1先の支援案件を支援協議会へ付議しており、再建計画書策定先に対

する資金繰り支援等を行っています。今後も更なる支援活動を強化していきます。 

 

ホ．事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

   取引先の事業承継ニーズに対しては、商工会議所・中小企業基盤整備機構等、外部

機関との連携を図りながらアドバイスを行い、株式取得資金等の資金供給も行ってお
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りますが、平成23年9月期は実績の計上までには至りませんでした。また、事業承継に

関する行内研修を行うなど、相談業務にあたる行員の能力向上にも努めていきます。 

 

ヘ．担保・保証に過度に依存しない融資 

   ＣＲＤ評点を活用し、鹿児島県の基幹産業である第1次産業から派生する農林水産業、

運輸業、製造業、卸・小売業を対象とする「アグリネット資金“南風（はえ）育ち”」

及び、その他の担保・保証に過度に依存しない融資（ＡＢＬ等）と併せて積極的な取

組みを行い、中小規模の事業者に対する円滑な資金供給を図りましたが、平成23年9月

期実績は78件となり、計画を12件下回りました。 

 

（2）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

①中小規模事業者に対する信用供与の残高の総資産に占める割合 

［中小規模事業者等に対する信用供与の計画・実績（表17）］   （単位：億円、％） 

25/3期  22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 26/3期

 実績 計画 実績 計画比 始期比 計画 計画 計画 実績（始期） 

中小規模事業者

等向け貸出残高 
2,698 2,724 2,734 2,755 21 31 2,744 2,764 2,774

総 資 産 6,772 6,838 6,856 6,835  △21  △3 6,878 6,919 6,955

総資産に対する

比率 
39.84 39.84 39.86 40.31  0.45  0.47 39.86 39.87 39.89

   (注)中小規模事業者等向け貸出とは、銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ハに規定する別表一における 
中小企業等から個人事業主以外の個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出を除外しております。 

     政府出資主要法人向け貸出及び特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出等、大企業が保有するSPC 
向け貸出、当行関連会社向け貸出、その他金融機能強化法の趣旨に反するような貸出 

 

中小規模事業者に対する貸出金残高は、地場産業へ積極的に融資を行ったことから、

計画を21億円上回りました。具体的な増加要因としては、顧客ニーズの発掘や創業・

新事業に対する支援などの積極的な融資アプローチにより、第１次産業から派生する

農林水産業、運輸業、製造業、卸・小売業を対象とした「アグリネット資金“南風（は

え）育ち”」への取組み、基幹産業に対するＡＢＬへの取組み、賃貸マンションの新

築融資や医療機関、介護施設等への設備資金融資の取組み等を行ったことによるもの

です。 

総資産に対する比率については、中小規模事業者等向け貸出は計画期間を通して計

画を上回る増加を示し、加えて総資産が減少したため、当該比率は 40.31％となり、

計画を0.45ポイント上回りました。 

   参考：中小企業等貸出比率                    (単位：億円、％) 

 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 25/3期 26/3期

 実績 計画 実績 計画比 始期比 計画 計画 計画 実績（始期） 

中小企業等向

け貸出残高 
4,647 4,703 4,739 4,728 △11 251 4,770 4,837 4,904

総資産に対す

る比率 
68.62 68.77 69.13 69.17 0.04 0.40 69.35 69.92 70.51
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 ②中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

中小規模事業者等に対する信用供与の実施状況については、月次開催の「経営計画

推進委員会」においてその履行状況をモニタリングしております。 

また、電子稟議システムの導入により、決裁までの時間短縮による業務の効率化が

図られ、従前よりもタイムリーなサービスが提供できる態勢としました。 

さらに、営業店長の決裁権限を拡大・見直しした効果もあり、特に小口融資につい

ては迅速な審査態勢となったことに加え、季節資金など継続的に行われる融資につい

ても、営業店と本部が協議のうえ正式稟議前に事前承認できる態勢とするなど、資金

ニーズにタイムリーに対応しております。 

ボリューム面では、景気低迷の影響から資金需要が弱含みとなり、貸出金の伸びは

鈍化してきているものの、ほぼ計画通りの残高で推移しました。 

これまでも経営相談の受付や販路拡大支援、担保保証に過度に依存しない資金供給

などを行うなど地域活性化に取り組んでおりますが、今後につきましても中小企業金

融円滑化法の趣旨を踏まえ、コンサルティング機能を積極的に発揮し、地域金融機関

としてより一層の金融円滑化推進に努めます。 

 

③担保・保証に過度に依存しない融資の促進、その他の中小規模の事業者の需要に対応

した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

担保・保証に過度に依存しない融資の促進にあたっては、中小規模事業者のおかれ

た経営環境や商流情報等を正確に把握することが必要であり、目利きやコンサルティ

グ能力の向上、ＡＢＬ等融資手法についての行内研修を行うことで人材の育成に努め

ております。 

また、動産担保融資（ＡＢＬ）については、仏壇仏具製造業や養鰻業等、鹿児島県

の特色ある地場産業に対するものに加え、基幹産業である農業関連業種や医療・福祉

関連など様々な業種について取り組んでいます。平成 23 年 9 月期実績は 4 件 112 百

万円となりました。 

今後も、事業価値を見極めながら資金供給を行うことで地場産業を支援してまいり

ます。 

 

④中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 

   中小規模事業者等向け貸出を着実に増加させるため、創業・新事業の開拓に取り組

む事業者に対する支援に加え、新たな販路開拓支援や事業運営の改善支援といった「Ｗ

ＩＮ－ＷＩＮネット業務」への取組みによって発生する増加運転資金や設備投資等の

新たな資金需要にも適切に対応していきます。また、ＡＢＬ等の担保・保証に過度に

依存しない融資への取組みや「成長基盤強化資金」への取組みを行うなど、信用供与

の円滑化に努めていきます。 
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６．剰余金の処分の方針 

配当、役員に対する報酬及び賞与についての方針 

（1）配当についての方針 

当行は、企業価値を高めるため、財務体質の強化と収益力を向上させるとともに、

国の資本参加を踏まえ、内部留保の蓄積により財務基盤の安定化を図ることで、安

定的な配当を実施していくことを基本方針としております。 

平成23年3月期の普通株式の配当については1株当り5円の配当を行いました。また

平成23年3月期の優先株式については、発行条件に基づき1株当たり8円16銭の配当を

行いました。 

今後、役職員一丸となって本計画の達成に向けて全力で取り組むことにより、安

定した配当を実施していく方針です。 

 

（2）役員に対する報酬及び賞与についての方針 

従来から役員報酬の削減に努めるなど、役員報酬部分における社外流出を抑制し

ているところではありますが、平成21年6月に続き平成22年6月の定時株主総会にお

いても役員を2名減員したことから、更に報酬総額は減少しております。役員賞与に

ついては、従前より支給しておりません。 

また、平成23年6月の定時株主総会において、役員の業績向上及び中長期的な企業

価値向上に対する貢献意欲を更に高めるとともに、株主重視の経営意識を高めるこ

とを目的として、役員退職慰労金制度の廃止、役員持株会への一定額の拠出を柱と

する役員報酬制度の見直しを行いました。 
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７．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策の進捗状況 

（1）経営強化計画の適切な運営管理に向けた活動 

これまでは、経営強化計画の着実な達成を図るために、「ＡＬＭ委員会」において、

月次で適切な計画の進捗管理に努めてまいりましたが、より実効性を高め、かつ着実

な経営強化計画の履行に向けて万全の態勢を構築するため、平成23年10月より「経

営計画推進委員会」ならびに「経営計画統括本部」を設置し、組織の推進態勢・管理

態勢の強化及び効率化を図っております。 

さらに、各種施策の進捗管理については、平成 23 年度下期よりバランススコアカ

ードの手法を用いることで、より具体性ある定量的な管理を行っていきます。 

 

（2）経営の透明性確保 

株主、お客様及び地域社会の皆様に、より当行の経営に対する理解を深めていただ

くために、引続き適時適切な情報開示を行うことで経営の透明性を確保していきます。 

 

（3）内部監査態勢の強化 

①内部監査部門の態勢整備 

各種リスク管理態勢を十分検証できるだけの専門性や必要な知識を取得すべく、平

成23年度上期は外部研修に3回参加（「ＦＩＳＣ地区別セミナー」、「金融内部監査人

フォローアップセミナー」、「内部統制の有効性評価の実務について」）するなど人

材の育成に努めています。 

また、プロセスチェックを重視した効率的かつ実効性のある監査を実施し、把握し

た問題点については原因等の分析及び定期的にフォローアップを行うとともに、問題

解決に向けて適切な改善策を提言するよう努めています。営業店監査については、総

合監査に加え不祥事防止策として個別監査を継続的に実施しています。本部監査につ

いても、動態的なチェックを行うために総合監査とは別に無予告での個別監査を実施

しています。 

 

②監査役・監査法人との連携 

監査役に定期的な監査結果及び内部監査の品質評価を報告するとともに、次回の監

査の実効性向上に向けて意見交換を行っていますが、今後も監査役との協力体制を更

に深め、監査機能の発揮に努めていきます。 

監査法人との連携は、定期的に実施する自己査定検討会をはじめ、財務報告に係る

内部統制の有効性や評価結果に関する意見交換により図られていますが、今後も連携

を密に取り、内部監査の品質の向上及び効率化に努めていきます。 

 
 ③経営計画運営管理の適切性及び有効性の検証 
   経営強化計画の運営管理の適切性及び有効性の確保を目的として、監査部門の行う

本部各部の内部監査の監査項目に「経営強化計画への取組状況」を設け、各種方策に

対する取組み状況の適切性などを検証しています。 
   なお、検証結果については、取締役会等に随時報告することで経営管理（ガバナン
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ス）態勢強化に資するとともに、必要と認められた改善事項についてフォローアップ

を行っています。 
 
（4）各種のリスク管理の状況及び今後の方針等 

  統合リスク管理、信用リスク管理及び市場リスク管理については、前記「4.（2）

リスク管理の体制の強化のための方策」に記載のとおりです。その他のリスクとして、

流動性リスク管理とオペレーショナルリスク管理の管理状況及び今後の方針等は以

下の通りです。 

 

①流動性リスクへ管理 

流動性確保に向けては、万全の資金繰り対策を講じ、第一線準備量（現金や預け金

などの流動性準備高）の確保に努めています。資金繰り状況は、日次にて経営陣へ報

告し、流動性リスクの状況は、月次でＡＬＭ委員会に報告を行うことにより管理体制

の強化を図っています。 

 

②オペレーショナルリスクへの対応 

オペレーショナルリスクとして、事務リスク、システムリスク、法務リスク、イベ

ントリスク及びレピュテーショナルリスクの各リスクを管理しています。 

事務ミスデータなどの顕在化した事象は、平成 19 年 7 月以降、営業店から報告を

求めてデータを蓄積・管理し、個別指導に活用しています。 

また、顕在化していない事象については、ＣＳＡ（＝コントロール・セルフ・アセ

スメント）等によるリスク洗出しが可能か検討してまいりましたが、マンパワー等相

応のコストが必要であり、実務担当者のスキルアップなどに引続き取り組むとともに、

当行の規模に相応しいオペレーショナルリスク管理態勢の構築を目指してまいりま

す。 

当面、各種事務規程に潜在するリスクを洗い出すとともに、よりユーザー（行員）

が理解し易く使い勝手の良い事務手続集とするため、行内ＬＡＮ上に新たな「事務規

程管理システム」導入を準備中です。 
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